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様式第３号（第１３条関係） 

会   議   録 

会議の名称 朝霞市地域公共交通協議会（運賃部会（ねぎし号）） 

開催日時  

１６時１５分から 

令和 7年８月２1日(木)                                                         

１６時２０分まで 

開催場所  朝霞市産業文化センター 研修室兼集会室 

出席者の職・氏名 

出席者（委員４名） 

村沢委員（部会長）、稲生委員、金子（睦男）委員、関東運輸局埼玉支

局 福地氏（高木委員代理） 

（事務局６名） 

持田まちづくり推進課主幹兼課長補佐、金井係長、堀内主査、須藤主

任、舘山主任、萩原主事 

欠席者の職・氏名 — 

議題 

議題 

（１）新たな公共交通「ねぎし号」の運賃について 

（２）その他 

会議資料  
・朝霞市地域公共交通協議会 運賃部会（ねぎし号） 次第 

・新たな公共交通「ねぎし号」・「ひざおり号」の運賃 

会議録の 

作成方針 

  □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

  □要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 ヶ月 

会議録の確認方法 出席者による確認 

傍聴者の数 ― 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

◎ 開会 

（司会：持田主幹） 

ただいまから「朝霞市地域公共交通協議会（運賃部会（ねぎし号））」を開催す

る。 

本部会につきましては、会議後に議事録を作成する都合上、録音や撮影をすること

を御了承いただきたい。 

それでは、次第に沿って進めていく。「ねぎし号」の運賃部会は今回が２回目の開

催となるが、改めて事務局から構成員を紹介させていただく。 

 

―――構成員紹介――― 

 

次に、次第２「部会長選出」に移る。 

朝霞市地域公共交通協議会部会設置要綱第５条第１項の規定に基づき、部会長は

「委員の互選によって定める」こととなっている。前回の「ねぎし号」の運賃部会で

村沢委員が部会長として選出されたので、今回も村沢委員を部会長として議事を進行

して行きたいと思うがいかがか。 

 

―――「異議なし」の声あり――― 

（司会：持田主幹） 

異議なしとのことであるため、村沢委員に部会長の就任をお願いしたい。また、早

速だが、議事の進行についてもよろしくお願いする。 

 

（村沢部会長） 

お引き受けする。改めてよろしくお願いする。 

早速だが、議事に入る前に、改めて運賃部会について説明すると、運賃部会は独占

禁止法の主旨に基づき、傍聴は認められず、限られたメンバーでの開催となる。 

会議録は、会議終了後、市ホームページにて公開することを予め御了承いただきた

い。 

それでは、会議次第に沿って、議事を進める。 

議題（１）「新たな公共交通「ねぎし号」の運賃について」事務局より説明をお願

いする。 

 

（事務局：金井係長） 

 新たな公共交通「ねぎし号」・「ひざおり号」の運賃の表を御覧いただきたい。一

番上の部分が現在実証実験を行っている公共交通「ねぎし号」と「ひざおり号」の運

賃となっている。大人を２００円、市内循環バスと同様に小児運賃を半額の１００

円、障害者運賃についても同様に、大人と小児それぞれ半額の１００円と５０円で設

定し、特別乗車証所持者は無料という点についても市内循環バスの方法を踏襲してい

る。 

 参考として近隣のコミュニティバスの運賃については資料の下のとおりである。和

光市、新座市が１８０円、富士見市が２００円である。また、ここに記載はないが本
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市の市内循環バスは１８０円である。 

 その下の市内の路線バスの初乗り運賃については、国際興業バスが２２０円、東武

バスが２００円、西武バスが１８０円となっている。また、その他の交通機関とし

て、「ねぎし号」と近いエリアを運行しているあさかデマンド乗合サービスについて

は、大人３００円、小児（小学生）１５０円となっている。 

 事務局の案としては、現在の料金の継続性や、近隣市及び市内の路線バスの運賃を

鑑み、ルート等の運行内容を変更しての実証運行の延長に伴う運賃については現在の

２００円とするのがよいと考ている。 

 

（村沢部会長） 

 御説明感謝申し上げる。 

 では、ルート等の運行内容を変更しての実証運行の延長申請に当たり、「ねぎし

号」の運賃を２００円とすることについて、皆様から御意見・御質問などあるか。 

 

 

（稲生委員） 

 妥当だと考える。 

 

（村沢部会長） 

 それではお諮りする。実証運行延長申請での「ねぎし号」の運賃を２００円とする

ことについて、異議なしでよろしいか。 

 

―――各委員より「異議なし」の声あり――― 

 

（村沢部会長） 

それでは、部会協議が調ったことの証明の発行などの準備を事務局にお願いする。 

続いて、議題（２）「その他」に移るが、何か皆様からあるか。 

 

―――各委員より御意見等なし――― 

 

（村沢部会長） 

なければ、これにて議長を降り、進行を事務局にお返しする。 

 

（司会：持田主幹） 

以上で、「ねぎし号」の運賃部会を終了とする。 

本日は地域公共交通協議会から長時間にわたり御協議いただき、感謝を申し上げ

る。 

以上 

 


